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～賃貸住宅の建設等をお考えの方へ（事前相談のご案内）～ 

住宅金融支援機構東北支店では、事前相談（融資額試算）を承っています。 

ホームページにある事前相談シートにご記入いただき、必要書類とともに電子メールで下記お問い合わせ先の

電子メールアドレスに送信してください。  

ご記入いただいた情報から融資額の目安を試算し、電子メールにてご回答いたします。  

  

■お送りいただく書類 

○事前相談シート 

・賃貸住宅を建設する場合          ⇒ 賃貸住宅融資（建設）事前相談シート 

・被災した賃貸住宅を補修する場合 ⇒ 災害賃貸住宅融資（補修）事前相談シート 

○付近見取図 

○配置図・各階平面図 （補修の場合は、補修箇所を明示してください。） 

※事業計画等が分かる詳細な資料（事業計画書、事業試算書等）がある 

場合は、 併せてお送りください。 

 

  ＜ 注意事項 ＞  

・事前相談は「省エネ賃貸住宅融資」及び「災害復興住宅融資（賃貸住宅融資）」に限ります。  

「まちづくり融資」の場合は、東北支店まちづくり業務グループまで直接お問い合わせください。  

・建設場所が当支店管内（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）の物件に限ります。  

・回答の内容は目安であり、融資や融資額をお約束するものではありません。  

・ご相談受付後、５営業日を目処に回答しております。５営業日を過ぎて回答がない場合は、受付がで

きていない場合がございます。お手数ですが、お問い合わせください。  

・個人情報保護法への対応のため、添付書類にお施主さまの個人情報（氏名、住所、生年月日、電話番

号等）が記載されている場合には、黒塗り等の対応をよろしくお願いします。  

・添付資料は４MB以下としてください。受信できない場合がございます。添付資料が４MBを超える場

合は、添付資料を分けて送信していただくようお願いします。  

  

■お問い合わせ先  

住宅金融支援機構 東北支店まちづくり業務グループ  

TEL：022-227-5036  営業時間：9 時～17 時（土曜・日曜・祝日を除く） 

電子メールアドレス：koubunsho_tohokumachigyoumu@jhf.go.jp      


